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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）

以下、「当ファンド」または「ファンド」といいます。

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型受益権（以下「受益権」といいます。）

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か

ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規定の

適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ

び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関

を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。委託会社であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社は、やむを得ない事情等がある

場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や

記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

500億円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額
＊
とします。

＊
本書において、「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総

額）を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便

宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができ

るほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームペー

ジで、最新の基準価額をご覧になることもできます。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

●委託会社のホームページ

アドレス www.nnip.co.jp

 

（５）【申込手数料】

 ①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金
＊

あるいは取得申込口数に応じて、3.78%（税抜き 3.5%）を上限とした販売会社が個別に定める率を

乗じて得た額とします。
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＊
取得申込金額とは、1口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申込

金額には、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」と

いいます。）に相当する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申込みに際

して支払う金額の総計をいい、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額が含

まれます。

申込手数料については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

②自動けいぞく投資コースによるお申込の場合の収益分配金は自動的に無手数料で再投資されます。

③販売会社によっては、当該販売会社で前3ヵ月以内に支払いを受けた投資信託の償還金等、または

追加型投資信託の信託終了の1年前以内等で当該販売会社が定める期間内において換金した代金を

もって当ファンドの取得申込みをする場合には、販売会社が独自に定める手数料の優遇措置等が受

けられる場合があります。

詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

（６）【申込単位】

申込単位は、販売会社が定める単位とします。

申込単位は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

 

（７）【申込期間】

平成30年2月16日（金）から平成31年2月14日（木）まで（継続申込期間）

（上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

 

（８）【申込取扱場所】

委託会社にお問い合わせになるか、委託会社のホームページでご覧ください。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

●委託会社のホームページ

アドレス www.nnip.co.jp

 

（９）【払込期日】

受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問い合わせください。）

までに、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金

額の合計額をいいます。）を販売会社において支払うものとします。

販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる

日に、委託会社の指定する口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日にかかる発行

価額の総額を、受託会社の当ファンドにかかる口座に払い込みます。
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（１０）【払込取扱場所】

受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所

については、前（8）をご参照ください。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

①受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとしま

す。

②申込みの受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の

取扱いとします。また、シンガポールの銀行の休業日、香港の銀行の休業日、12月24日において

は、原則として取得の申込みを受付けないものとします。

③信託財産の効率的な運用に資するため委託会社が必要と認めるとき、または取引所等における取引

の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付け

を中止することおよび既に受付けた取得申込を取り消すことができます。

④当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する＜自動けいぞく投

資コース＞と、収益の分配が行われる毎に収益分配金を受益者に支払う＜一般コース＞がありま

す。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問い合わせください。なお、コース名は申込取

扱場所により異なる場合があります。

⑤＜自動けいぞく投資コース＞を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞ

く投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同

様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または

規定は、当該別の名称に読替えるものとします。受益権の取得申込者は、販売会社において取引口

座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします（以下同じ。）。

⑥申込金額には利息は付きません。

⑦振替受益権について

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項 」に記

載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま

す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

⑧販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金代金をもって、他の投資信託を買い付

けることをいいます。）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。スイッチング

時の手数料等、詳細は販売会社にお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、主としてケイマン籍の円建て外国投資信託「NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジ

ア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラス」受益証券および国内籍投資信託「NN短期債

券マザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
 

当ファンドは追加型投信／海外／債券に属しています。

追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも

に運用されるファンドをいいます。

海外／債券とは、投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が海外の債券を源泉とする旨

の記載があるものをいいます。

下記は一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。当ファン

ドに該当する商品分類と属性区分を白抜きで表示しています。

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

単位型 国内 株式

追加型 海外 債券

 内外 不動産投信

  その他資産

  資産複合

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり（フルヘッジ）

一般 年2回 日本 ファンド・オブ・ファンズ なし

大型株 年4回 北米   

中小型株 年6回（隔月） 欧州   

債券 年12回（毎月） アジア   

一般 日々 オセアニア   

公債 その他 中南米   

社債  アフリカ   

その他債券  中近東（中東）   

クレジット属性  エマージング   

不動産投信     

その他資産（投資信託証券

（債券　社債　低格付債））
    

資産複合     

資産配分固定型     

資産配分変更型     

 

その他資産（投資信託証券（債券　社債　低格付債））とは、投資信託約款において投資信託証券を

通じて主としてハイ・イールド（低格付）債券に投資する旨の記載があるものをいいます。
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投資対象地域のアジアとは、投資信託約款において、組入れ資産による投資収益が日本を除くアジア

地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

ります。

商 品 分 類 、 属 性 区 分 の 定 義 に つ い て は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.toushin.or.jp）をご覧ください。

 

＜信託金の限度額＞

●委託会社は、受託会社と合意のうえ、500億円を上限として信託金を追加することができます。

●委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
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＜ファンドの特色＞

※下記の「ファンドの特色」には、当ファンドと実質的な投資対象資産（米ドル建てのハイ・イール

ド債券）が同じで、為替戦略の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
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＜投資対象とする投資信託証券の概要＞

ファンド名 NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボンド・

ファンド　米ドルクラス

ファンドの形態 ケイマン籍外国投資信託（円建て）

投資態度 ①主に米ドル建てのアジア・ハイ・イールド債を主要投資対象とし、

高水準のインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指し

て運用を行います。

②保有資産について対円での為替ヘッジを行いません。

③ポートフォリオは、最適投資アイディア（ボトムアップ）と推奨

ポートフォリオ・プロファイル（トップダウン）を融合して構築しま

す。

④資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合

があります。

運用管理費用等 純資産総額に対して年率0.3％

ただし、監査費用やファンドの設立費用等、ファンド運営に関する費

用が別途かかります。

投資顧問会社 NNインベストメント・パートナーズB.V.

副投資顧問会社 NNインベストメント・パートナーズ・シンガポール・リミテッド

 

ファンド名 NN短期債券マザーファンド

ファンドの形態 国内籍投資信託（円建て）

投資態度 ①主として残存期間の短い日本の債券に投資します。

②運用にあたっては流動性を高位に保持します。

③ポートフォリオの構成にあたっては少数銘柄に偏ることなく分散投

資に留意し、インカムゲインの獲得を目指すとともに、リスクの低減

に努めます。

④ポートフォリオに組入れる債券は原則として、投資適格債券としま

す。この場合、複数の機関によって格付がなされているときには、そ

の最低の格付をもって当該債券の格付とします。

⑤ポートフォリオに組入れられる債券の平均格付は原則としてA格以上

に保ちます。

⑥資産運用は

　（1）イールドカーブの分析とポジショニングの決定

　（2）銘柄の選定

　（3）リスクコントロール

　の3つのステップで行います。

⑦FTSE世界マネーマーケットインデックス（日本円3ヵ月ユーロ預金）

をベンチマークとします。

⑧円貨建資産に投資することを原則としますが、投資政策委員会およ

びファンドマネージャーの判断により外貨建資産に投資することもあ

ります。この場合、為替リスクについてはフルヘッジします。

⑨資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合

があります。

運用管理費用

（信託報酬）

ありません

委託会社 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
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（２）【ファンドの沿革】

平成24年9月28日 当初設定、信託契約締結、運用開始

平成27年4月7日 ファンドの名称を「NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月

分配型）」に変更

 

（３）【ファンドの仕組み】

 

当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オブ・ファンズ方式と

は、株式や債券に直接投資するのではなく、投資信託証券に投資することにより運用を行う仕組みで

す。

 

［当ファンドにおける運用の仕組み］
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＜ファンドの関係法人図＞
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＜契約の主要な内容＞

●募集・販売等に関する契約（委託会社と各販売会社の契約）

募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、分配金、償還金および一部解約金の支払等に

関する契約

●証券投資信託契約（委託会社と受託会社間の契約）

証券投資信託の設定から償還までの運営に関する取り決め事項に関する契約

 

＜委託会社の概況（本書提出日現在）＞

●資本金 4億8,000万円

●沿革

平成11年9月8日 アイエヌジー投信株式会社設立

平成11年9月30日 証券投資信託委託業の認可取得（金融再生委員会第16号）投資

顧問業の登録（関東財務局長第884号）

平成12年11月30日 投資信託及び投資法人に関する法律の平成12年法97附則第9条に

基づく投資信託委託業のみなし認可

平成17年8月31日 投資一任契約に係る業務の認可取得（内閣総理大臣第56号）

平成19年9月30日 金融商品取引業のみなし登録（関東財務局長（金商）第300号）

平成21年1月5日 第一種金融商品取引業の業務開始

平成27年4月7日 商号を「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更

 

●大株主の状況

名称 住所 持株数 持株比率

NNインベストメント・パートナーズ・イン

ターナショナル・ホールディングスB.V.

オランダ王国ハーグ市

2595ASスケンクガーデ65
9,350株 100%

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

この投資信託は信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

②投資態度

●ケイマン籍の円建て外国投資信託「NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボ

ンド・ファンド　米ドルクラス」および国内籍投資信託「NN短期債券マザーファンド」を主要投資対

象とします。

●NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラスへの投資を通

じて日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券に投資します。

●NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラスでは

対円での為替ヘッジを行いません。

●NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラスへの

投資比率を高位に維持することを基本とします。

●資金動向、市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。
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※投資先ファンドの選定の方針

日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハイ・イールド債券に投資すること、および対円

での為替ヘッジを行わない方針からNNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボン

ド・ファンド　米ドルクラスを選定しました。

 

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。（信託約款第15条）

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）

a有価証券

b金銭債権

c約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

a為替手形

 

②委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍の円建て外国投資信託NNケイマン・ファンズⅡ‐NN

（C）アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラスの受益証券およびNNインベストメン

ト・パートナーズ株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたNN短

期債券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。（信託約款

第16条第1項）

aコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

b外国または外国の者の発行する証券または証書で、前aの証券の性質を有するもの

c国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいま

す。）の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

d指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

なお、前cの証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条

件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものと

します。

 

③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条

第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの

指図をすることができます。（信託約款第16条第2項）

a預金

b指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

cコール・ローン

d手形割引市場において売買される手形
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④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前③に掲げる金融商品により運用することの指

図をすることができます。

 

※ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は以下のとおり

です。

投資先ファンドの名称
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イール

ド・ボンド・ファンド　米ドルクラス

運用の基本方針

主に米ドル建てのアジア・ハイ・イールド債を主要投資

対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の

中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要な投資対象
日本を除くアジアの企業が発行する主に米ドル建てのハ

イ・イールド債券

委託会社の名称

投資顧問会社：NNインベストメント・パートナーズB.V.

副投資顧問会社：NNインベストメント・パートナーズ・

シンガポール・リミテッド

 

（３）【運用体制】

①運用体制

委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、20名程度が当該業務に従

事しております。

 

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

18/88



「計画：Plan」

月次で開催される投資環境会議の主な内容は下記の通りです。

①為替、株式、債券、商品市場の過去1ヶ月の動きを検証

②株式、債券のバリュエーションを検討

③マクロ経済シナリオを決定

④各資産クラスの今後3ヶ月、12ヶ月の期待収益率を決定

 

投資政策委員会は当委員会規則に基づき、月次で開催されます。主な内容は下記の通りです。

①投資方針を承認

②投資実績の報告

③ファンドの運用計画書の承認

④複数資産クラスに投資するファンドの資産配分を決定

 

「実行：Implement」

①運用計画の実施・調整

②調査結果の討議

③ポートフォリオの見直し

 

「検証：Review」

月次で開催される考査会議の主な内容は下記の通りです。

①ファンドのパフォーマンス（対ベンチマーク、対他社設定ファンドとの相対比較等）を検証

②ファンドパフォーマンスの要因分析

 

＜受託会社に対する管理体制＞

受託会社の資産管理業務に係る事務処理体制、事務執行に起因する事故等が生じた場合には、受託

会社に対し事故顛末ならびに再発防止策等の提出を求めるとともに、業務部が事故報告書を作成

し、コンプライアンス・リスク管理本部長に提出します。事故報告書は、月次のコンプライアンス

委員会にて検証され、必要とされる場合には受託会社に対する業務改善要求、その他の措置を決定

します。

 

業務部は、定期的に受託会社の財務内容等を調査し、受託業務を遂行するに十分な財政的基盤を維

持していることを確認します。また、年次にて受託会社より監査法人が作成した「内部統制の整備

及び運用状況報告書」を徴求し、受託会社の内部統制が受託業務を遂行するにつき十分な水準であ

ることを確認します。

 

（４）【分配方針】

毎決算時（決算日をいいます。決算日は毎月15日です。ただし、決算日が休業日の場合には翌営業

日となります。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

①分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入（繰越分を含みます。）および売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。
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②分配対象額についての分配方針

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額

の場合は、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても

分配を行うことがあります。

③留保益の運用方針について

収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま

す。

 

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名

義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし

て決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込み

の場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口

座簿に記載または記録されます。

 

（５）【投資制限】

①信託約款における投資制限

a投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

b同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

c外貨建資産への直接投資は行いません。

　※当ファンドでは外貨建資産への直接投資は行いませんが、当ファンドの主要投資対象である

「NNケイマン・ファンズⅡ‐NN（C）アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラ

ス」（ケイマン籍円建て外国投資信託）において外貨建資産への投資を行います。

d資金の借入れ（信託約款第25条）

（a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一

部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的

として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（b）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以

内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価

証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信

託財産の純資産総額の10%をこえないこととします。

（c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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３【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての債券など値動きのある証券に投資し、ま

た、投資対象とする投資信託証券では対円での為替ヘッジを行いませんので、当ファンドの基準価

額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともありま

す。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また当

ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行

等の登録金融機関で当ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

当ファンドの受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク（以下の記載は当ファンドに係るす

べてのリスクを網羅しているわけではありません。）を十分に認識していただきますよう、お願い

いたします。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

 

①金利変動リスク

債券は市場金利の変動により価格が変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券の価格が

下落します。当ファンドは投資信託証券への投資を通じて債券に投資しますので、金利の変動に

より当ファンドの基準価額は変動します。

②信用リスク

債券の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、債券の価

格は変動します。債券の発行体が債務不履行になった場合には、債券の価格は大きく値下がり

し、または全く価値のないものになる可能性があります。なお、当ファンドが投資信託証券を通

じて組入れるハイ・イールド債券は、一般的に投資適格の債券に比べ発行体の業績等の悪化や景

気変動等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えら

れます。

③為替変動リスク

投資対象とする投資信託証券は外貨建資産を保有しますので為替変動の影響を受け、投資してい

る通貨に対し円高になることが当ファンドの基準価額の下落要因となります。

④カントリーリスク

一般に債券等への投資は、その国の政治・経済動向、通貨規制、資本規制、税制等の要因によっ

て影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国・地域の政治、経済、社会情勢等の変

化により、金融・資本市場が混乱し、資産価値が大きく変動することがあります。

⑤流動性リスク

債券等の有価証券を売買する場合、その相手方が存在しなければ取引が成立しません。特に、売

買しようとする債券等の流通量が少ない場合等には、最適と考えるタイミング・価格で売買でき

ない可能性があります。この場合、享受できるべき値上がり益が少なくなったり、または、被る

損失が増加したりする可能性があります。

⑥換金性が制限されるリスク

通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。投資対象国の政治・経済情

勢の変化等による取引所における取引の停止、為替取引の停止、海外送金の制限、その他やむを

得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。

⑦その他の留意点

投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、当ファンドは繰上償還します。
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（2）リスク管理体制

委託会社の投資リスクの管理体制は以下の通りです。法令・規則の変更等への対応につきまして

は、適宜適切に対応しております。

①日常のリスク管理

投資に関するリスクは、CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）およびコンプライアン

ス・リスク管理本部によってモニターされております。売買執行の管理については、売買執行を

ファンドマネージャーとは原則として別のトレーダーが行い、相互牽制機能を働かせています。

また、日々コンプライアンス・リスク管理本部が売買伝票をチェックし、その内容について適正

かどうかの管理がなされております。

②考査会議（月次）

ファンドの信託財産に関し、運用状況の報告、運用実績の分析および評価について考査します。

③コンプライアンス委員会（月次）

会社全般の法令遵守および業務リスク管理に関する基本方針を審議、決定すると共に、法令遵守

状況や業務リスクの状況を審査します。

 
種類 管理の頻度 管理方法

売買発注 日次 コンプライアンス・リスク管理本部が売買伝票をチェック

投資ガイドライン 月次・日次 CIOおよびコンプライアンス・リスク管理本部によりモニター

考査会議 月次 運用状況報告および運用実績の分析・評価

コンプライアンス委員会 月次 法令遵守・業務リスク状況の審査

法令・規則の変更等 適宜 コンプライアンス・リスク管理本部が関係者に連絡し、電子

メール等により周知、また必要に応じ説明会を開催
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〈ファンドのリスク管理体制〉
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参考情報
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①取得申込時の申込手数料は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込金額、取得申込代金
＊

あるいは取得申込口数に応じて、3.78%（税抜き 3.5%）を上限とした販売会社が個別に定める率を

乗じて得た額とします。申込手数料は、ファンドあるいは投資環境に関する情報提供等、ならびに

ファンドの購入に関する事務手続きの対価として販売会社が得る手数料です。

＊
取得申込金額とは、1口当たりの発行価格に取得申込口数を乗じて得た金額をいいます。取得申

込金額には、申込手数料ならびに申込手数料に対する消費税および地方消費税（以下「消費税

等」といいます。）に相当する金額は、含まれません。また取得申込代金とは、取得申込者が申

込みに際して支払う金額の総計をいい、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当す

る金額が含まれます。

申込手数料については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができま

す。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

②販売会社によっては、当該販売会社で前3ヵ月以内に支払いを受けた投資信託の償還金等、または

追加型投資信託の信託終了の1年前以内等で当該販売会社が定める期間内において換金した代金を

もって当ファンドの取得申込みをする場合には、販売会社が独自に定める手数料の優遇措置等が受

けられる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

（２）【換金（解約）手数料】

換金（解約）手数料はありません。ただし、信託終了前のご換金の際に「信託財産留保額」をご負

担いただきます。詳細は「第2 管理及び運営」の「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。

「信託財産留保額」は換金を行う受益者と保有を継続する受益者との公平を図るためのもので、換

金により発生する組入れ資産の売却等の費用を賄うために信託財産の一部としてファンド内に留保

されます。
 

（３）【信託報酬等】

①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.5444％（税抜き1.43％）の率を乗じて得

た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとし

ます。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。

項目 信託報酬の額

 

信託報酬の配分

委託会社 当該純資産総額に対し 年率0.756% （税抜き 0.70%）

販売会社 当該純資産総額に対し 年率0.756% （税抜き 0.70%）

受託会社 当該純資産総額に対し 年率0.0324%（税抜き 0.03%）

※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。

委託会社：ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等を行います。

販売会社：購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。

受託会社：信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。

③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいっ

たん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
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④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかりま

す。当ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託

報酬は最大で年率1.8444％程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実

質的な信託報酬率は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引

頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券に

おける取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総

額が上記料率を上回ることがあります。

 

（４）【その他の手数料等】

①ファンドに関する組入有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相

当額、その他信託事務の処理に要する費用、ファンドの借入金利息ならびに借入れの手続きにか

かる費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

②信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、当該計算期間を通

じて日々、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額、もしくは固定額を毎計算期末また

は信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。信託財産の財務諸

表の監査に要する費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。

④ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手

数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する

場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中

から支弁します。

 

※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が

ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

（５）【課税上の取扱い】

①個人の受益者に対する課税

＜収益分配金について＞

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として20.315％（所得税15％　

復興特別所得税0.315％　地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要で

す。）が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用は

ありません。）のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち課税対象となるのは普

通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。また、平成50年1月1日から

は上記の20.315％の税率は下記の内容に変更される予定です。

平成50年1月1日以降 20％（所得税15％　地方税5%）
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＜一部解約金、償還金について＞

一部解約時および償還時の差益（一部解約時および償還時の価額から取得費（税込申込手数料を

含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなして20.315％（所得税15％　復興特別所得

税0.315％　地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。

なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税

15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不

要です。）が行われます。また、平成50年1月1日からは上記の20.315％の税率は下記の内容に変

更される予定です。

平成50年1月1日以降 20％（所得税15％　地方税5%）

 

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

NISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など

から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売

会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販

売会社にお問い合わせください。

 

②法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時

および償還時の個別元本超過額については、地方税の源泉徴収はなくなり、15.315％（所得税

15％　復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金の

うち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税さ

れません。上記15.315％の税率は平成50年1月1日からは、下記の内容に変更される予定です。

平成50年1月1日以降 15％（所得税15％）

 

＜注1＞個別元本について

①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま

す。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

③ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファ

ンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われま

す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合には当該支店等毎

に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはコース別に、

個別元本の算出が行われる場合があります。

④受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当

該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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＜注2＞収益分配金の課税について

①追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま

す。

②受益者が収益分配金を受け取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が

普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

 

＜注3＞税制改正等について

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

 

５【運用状況】

（１）【投資状況】

（平成29年12月29日現在）
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 ケイマン 707,025,004 98.8

親投資信託受益証券 日本 1,403,771 0.2

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,353,809 1.0

合計(純資産総額) 715,782,584 100.0

注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

［参考］NN短期債券マザーファンドの投資状況

（平成29年12月29日現在）
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

地方債証券 日本 850,934,098 36.3

社債券 日本 922,669,614 39.4

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 571,160,164 24.3

合計(純資産総額) 2,344,763,876 100.0

注：投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】（平成29年12月29日現在）

イ)主要投資銘柄

銘柄 業種
 

数量
口

簿価
単価

円

 
簿価金額

円

評価
単価

円

 
評価金額

円

投資
比率
(％)

NNケイマン・ファンズⅡ
‐NN（C）アジア・ハイ・
イールド・ボンド・ファ

ンド　米ドルクラス

- 489,019,923 1.44 704,568,426 1.44 707,025,004 98.8

NN短期債券マザーファンド - 1,339,221 1.0482 1,403,771 1.0482 1,403,771 0.2

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

 

ロ)種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.8

親投資信託受益証券 0.2

合計 99.0

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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〔参考〕NN短期債券マザーファンドの投資状況

①投資有価証券の主要銘柄（平成29年12月29日現在）

イ)主要投資銘柄（全16銘柄）

 種類 国名 銘柄名
利率
(％)

償還期限 額面
簿価単価
(円)

簿価金額
(円)

評価単価
(円)

評価金額
(円)

投資比率
(％)

1 社債券 日本
第１９回株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ無担保社債

0.210 2018/1/24 185,000,000 100.01 185,028,212 100.01 185,028,212 7.9

2 地方債証券 日本
平成２４年度第１０回福岡県公募公
債

0.180 2018/1/29 150,000,000 100.01 150,023,775 100.01 150,023,775 6.4

3 社債券 日本 第２２回国際協力機構債券 0.260 2018/12/20 135,500,000 100.25 135,851,187 100.25 135,851,187 5.8

4 社債券 日本
第４０回日本高速道路保有・債務返
済機構債券

1.690 2018/6/20 100,000,000 100.79 100,790,312 100.79 100,790,312 4.3

5 社債券 日本
第１７回東邦瓦斯株式会社無担保社
債

3.175 2018/2/19 100,000,000 100.44 100,448,765 100.44 100,448,765 4.3

6 地方債証券 日本
第４６２回名古屋市公募公債（１０
年）

1.440 2018/3/20 100,000,000 100.31 100,310,182 100.31 100,310,182 4.3

7 社債券 日本
第４２０回九州電力株式会社社債
（一般担保付）

0.820 2018/4/25 100,000,000 100.24 100,244,816 100.24 100,244,816 4.3

8 地方債証券 日本 第９９回大阪府公募公債（５年） 0.240 2018/10/30 100,000,000 100.21 100,210,287 100.21 100,210,287 4.3

9 社債券 日本
第９回沖縄電力株式会社社債（一般
担保付）

0.880 2018/3/20 100,000,000 100.19 100,193,730 100.19 100,193,730 4.3

10 地方債証券 日本
平成２５年度第２回札幌市公募公債
（５年）

0.310 2018/6/20 100,000,000 100.14 100,149,855 100.14 100,149,855 4.3

11 地方債証券 日本 平成２５年度第２回千葉県公募公債 0.260 2018/5/25 100,000,000 100.10 100,107,048 100.10 100,107,048 4.3

12 社債券 日本
第３４回株式会社日本政策金融公庫
社債（一般担保付）

0.295 2018/5/8 100,000,000 100.10 100,105,926 100.10 100,105,926 4.3

13 地方債証券 日本 第５６回神奈川県公募公債（５年） 0.290 2018/3/20 100,000,000 100.06 100,066,914 100.06 100,066,914 4.3

14 地方債証券 日本
平成２４年度第１５回北海道公募公
債（５年）

0.140 2018/3/22 100,000,000 100.03 100,033,888 100.03 100,033,888 4.3

15 地方債証券 日本 第８回３号宮城県公募公債（５年） 0.130 2018/3/28 100,000,000 100.03 100,032,149 100.03 100,032,149 4.3

16 社債券 日本
第３回地方公共団体金融機構債券
（２年）

0.030 2018/2/28 100,000,000 100.00 100,006,666 100.00 100,006,666 4.3

注1: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

注2: 組入全16銘柄について記載しています。

 

ロ) 種類別投資比率

種類 投資比率（％）

地方債証券 36.3

社債券 39.4

合計 75.6

 

②投資不動産物件

　 該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

　 該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1特定期間末 (平成24年11月15日) 99 99 1.0405 1.0465

第2特定期間末 (平成25年 5月15日) 1,136 1,144 1.3662 1.3762

第3特定期間末 (平成25年11月15日) 1,463 1,474 1.2596 1.2696

第4特定期間末 (平成26年 5月15日) 1,720 1,745 1.2175 1.2355

第5特定期間末 (平成26年11月17日) 1,862 1,876 1.3684 1.3784

第6特定期間末 (平成27年 5月15日) 1,441 1,451 1.3446 1.3546

第7特定期間末 (平成27年11月16日) 1,121 1,130 1.3328 1.3428

第8特定期間末 (平成28年 5月16日) 796 803 1.1853 1.1953

第9特定期間末 (平成28年11月15日) 733 740 1.1594 1.1694

第10特定期間末 (平成29年 5月15日) 748 755 1.1867 1.1967

第11特定期間末 (平成29年11月15日) 714 721 1.1475 1.1575

 平成28年12月末日 736 ― 1.2405 ―

 平成29年 1月末日 728 ― 1.2298 ―

 　　　　 2月末日 728 ― 1.2038 ―

 　　　　 3月末日 745 ― 1.1879 ―

 　　　　 4月末日 744 ― 1.1793 ―

 　　　　 5月末日 733 ― 1.1629 ―

 　　　　 6月末日 725 ― 1.1651 ―

 　　　　 7月末日 708 ― 1.1450 ―

 　　　　 8月末日 711 ― 1.1355 ―

 　　　　 9月末日 731 ― 1.1576 ―

 　　　　10月末日 733 ― 1.1599 ―

 　　　　11月末日 708 ― 1.1312 ―

 　　　　12月末日 715 ― 1.1323 ―

（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】

期 計算期間 1万口当たりの分配金（円）

第1特定期間末 平成24年 9月28日～平成24年11月15日 60

第2特定期間末 平成24年11月16日～平成25年 5月15日 480

第3特定期間末 平成25年 5月16日～平成25年11月15日 600

第4特定期間末 平成25年11月16日～平成26年 5月15日 1,080

第5特定期間末 平成26年 5月16日～平成26年11月17日 680

第6特定期間末 平成26年11月18日～平成27年 5月15日 600

第7特定期間末 平成27年 5月16日～平成27年11月16日 600

第8特定期間末 平成27年11月17日～平成28年 5月16日 600

第9特定期間末 平成28年 5月17日～平成28年11月15日 600

第10特定期間末 平成28年11月16日～平成29年 5月15日 600

第11特定期間末 平成29年 5月16日～平成29年11月15日 600

 

③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第1特定期間末 平成24年 9月28日～平成24年11月15日 4.7

第2特定期間末 平成24年11月16日～平成25年 5月15日 35.9

第3特定期間末 平成25年 5月16日～平成25年11月15日 △3.4

第4特定期間末 平成25年11月16日～平成26年 5月15日 5.2

第5特定期間末 平成26年 5月16日～平成26年11月17日 18.0

第6特定期間末 平成26年11月18日～平成27年 5月15日 2.6

第7特定期間末 平成27年 5月16日～平成27年11月16日 3.6

第8特定期間末 平成27年11月17日～平成28年 5月16日 △6.6

第9特定期間末 平成28年 5月17日～平成28年11月15日 2.9

第10特定期間末 平成28年11月16日～平成29年 5月15日 7.5

第11特定期間末 平成29年 5月16日～平成29年11月15日 1.8

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

特定期間末の基準価額（分配落。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得

た数に100を乗じた数です。
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（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1特定期間末 平成24年 9月28日～平成24年11月15日 103,164,865 7,755,697

第2特定期間末 平成24年11月16日～平成25年 5月15日 847,882,622 111,731,007

第3特定期間末 平成25年 5月16日～平成25年11月15日 645,757,718 315,690,353

第4特定期間末 平成25年11月16日～平成26年 5月15日 743,460,758 491,961,520

第5特定期間末 平成26年 5月16日～平成26年11月17日 504,179,551 556,189,812

第6特定期間末 平成26年11月18日～平成27年 5月15日 372,578,705 661,969,425

第7特定期間末 平成27年 5月16日～平成27年11月16日 111,810,810 341,987,716

第8特定期間末 平成27年11月17日～平成28年 5月16日 40,281,794 209,759,977

第9特定期間末 平成28年 5月17日～平成28年11月15日 83,436,408 122,652,014

第10特定期間末 平成28年11月16日～平成29年 5月15日 86,298,323 88,228,562

第11特定期間末 平成29年 5月16日～平成29年11月15日 40,081,660 48,030,796

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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参考情報
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとしま

す。

当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後に自動的に再投資する「自動けいぞく投資コー

ス」と、収益の分配が行われるつど収益分配金を受取る「一般コース」があり、取扱い可能なコー

スは販売会社により異なる場合があります。「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、取得申

込者は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。

受益権の申込単位は販売会社が定める単位とします。

受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、申込手数料および当該申込手数料に対する

消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、「自動けいぞく投資コース」の収益分配

金を再投資する場合の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします（申込手数料は

かかりません。）。

販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販

売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて

行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、シンガポールの銀行の休業日、香港の銀

行の休業日、12月24日においては、原則として取得の申込みを受付けないものとします。

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた

めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま

たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座

に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託

により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため

社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関

への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記

録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の

定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

２【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金（解約）す

ることができます。換金単位は販売会社が定める単位とします。

販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販

売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて

行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、シンガポールの銀行の休業日、香港の銀

行の休業日、12月24日においては、原則として換金の申込みを受付けないものとします。

なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があり

ます。

一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額

の0.3%）を控除した額となります。

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/88



ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることがで

きるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホーム

ページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

●委託会社のホームページ

アドレス www.nnip.co.jp

 

解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社で支払われ

ます。

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると

きは、受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すこと

ができます。

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に

係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもっ

て行うものとします。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たり

の純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあり

ます。

純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額をいいます。

基準価額は、原則として、委託会社の営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に

定める休日ならびに12月31日、1月2日、1月3日以外の日とします。）に計算されます。

ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることが

できるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社の

ホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。

●お電話によるお問い合わせ先（委託会社）

電話番号 03－5210－0653 （9：00～17：00 土、日、祝日、年末年始を除く）

●委託会社のホームページ

アドレス www.nnip.co.jp

（２）【保管】

該当事項はありません。
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（３）【信託期間】

ファンドの信託期間は平成24年9月28日から平成33年11月15日までとします。ただし、後記(5)a

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託者は、信託期間満了前

に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を

延長することができます。

（４）【計算期間】

ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当

する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次

の計算期間が開始されるものとします。

（５）【その他】

a信託の終了

（a）委託会社は、当ファンドの受益権の口数が10億口を下回った場合、もしくはこの信託契

約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生

したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで

きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。

（b）委託会社は、前（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解

約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知られたる受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（c）前（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当（c）

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面

決議について賛成するものとみなします。

（d）前（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た

る多数をもって行います。

（e）前（b）から（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得

ない事情が生じている場合であって、前（b）から（d）までの手続を行うことが困難な場

合も同じとします。

（f）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し信託を終了させます。

（g）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じ

たときは、「b 信託約款の変更」の手続きにおいて書面決議が否決された場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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(h)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき

は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(i)当ファンドが投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には受託会社と合

意のうえ、信託契約を終了し、信託を終了（繰上償還）させます。この場合、前（b）から

（d）までの手続は行いません。

b信託約款の変更

（a）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファン

ドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投

資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更

または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当

「b信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

（b）委託会社は、前（a）の事項（変更については、その内容が重大なものに該当する場合に

限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する

場合を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、

書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の

変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファン

ドの知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し

ます。

（c）前（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当（c）

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決

議について賛成するものとみなします。

（d）前（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た

る多数をもって行います。

（e）書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

（f）前（b）から前（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした

場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しません。

（g）前（a）から前（f）までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可

決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の

書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（h）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更することがあります。この

場合、前（a）から前（g）までの手続きを準用します。

c反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部を

解約することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし

て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託約

款の重大な変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定

める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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d運用報告書

委託会社は毎年5月、11月の決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書（全体

版）を作成し、交付運用報告書を信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。

e公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

f関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の期間

は、契約締結日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前（販売会社によっては2ヵ月

前または1ヵ月前）までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思表示のないとき

は、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様としま

す。

 

４【受益者の権利等】

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、

分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(1)収益分配金の請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有しま

す。ただし、「一般コース」の場合、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支

払いを請求しなかったときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭

は委託会社に帰属します。

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いしま

す。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資

されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2)償還金の請求権

受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了

後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の請求権は、支払

開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から

交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(3)受益権の換金（一部解約の実行）請求権

受益者は、受益権の一部解約の実行を請求することにより、委託会社に受益権の換金を請求

することができます。

(4)受益権均等分割

受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。

(5)帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年

大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規則により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）当ファンドの計算期間は、6 ヵ月未満であるため財務諸表は6 ヵ月毎に作成しております。

 

（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成29年5月16日から

平成29年11月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けておりま

す。
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１【財務諸表】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース（毎月分配型）

（１）【貸借対照表】

  （単位：円）

 前期末
(平成29年５月15日現在)

当期末
(平成29年11月15日現在)

資産の部   
流動資産   

金銭信託 13,568,219 13,703,258

投資信託受益証券 740,973,287 706,936,598

親投資信託受益証券 1,404,039 1,403,905

未収入金 － 6,000,000

流動資産合計 755,945,545 728,043,761

資産合計 755,945,545 728,043,761

負債の部   
流動負債   

未払収益分配金 6,309,254 6,229,763

未払解約金 19,871 6,001,186

未払受託者報酬 18,482 19,608

未払委託者報酬 862,572 914,875

その他未払費用 20,318 20,097

流動負債合計 7,230,497 13,185,529

負債合計 7,230,497 13,185,529

純資産の部   
元本等   

元本 630,925,471 622,976,335

剰余金   
期末剰余金又は期末欠損金（△） 117,789,577 91,881,897

（分配準備積立金） 1,072,992 －

元本等合計 748,715,048 714,858,232

純資産合計 748,715,048 714,858,232

負債純資産合計 755,945,545 728,043,761
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（２）【損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
前期

自　平成28年11月16日
至　平成29年５月15日

当期
自　平成29年５月16日
至　平成29年11月15日

営業収益   
受取配当金 25,022,182 24,935,743

有価証券売買等損益 35,179,109 △6,036,823

営業収益合計 60,201,291 18,898,920

営業費用   
受託者報酬 119,874 118,051

委託者報酬 5,594,031 5,508,729

その他費用 26,161 24,891

営業費用合計 5,740,066 5,651,671

営業利益又は営業損失（△） 54,461,225 13,247,249

経常利益又は経常損失（△） 54,461,225 13,247,249

当期純利益又は当期純損失（△） 54,461,225 13,247,249

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,350,929 139,776

期首剰余金又は期首欠損金（△） 100,859,626 117,789,577

剰余金増加額又は欠損金減少額 18,750,999 5,726,402

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ －

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
18,750,999 5,726,402

剰余金減少額又は欠損金増加額 17,783,694 7,192,467

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
17,783,694 7,192,467

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ －

分配金 37,147,650 37,549,088

期末剰余金又は期末欠損金（△） 117,789,577 91,881,897
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法 （１）投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 （２）親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

  
２.収益及び費用の計上基準 （１）受取配当金

受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の

売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

 （２）有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

前期末

(平成29年 5月15日現在)

当期末

(平成29年11月15日現在)

１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数

   630,925,471口   622,976,335口

２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 1.1867円  1口当たり純資産額 1.1475円

  (10,000口当たり純資産額) (11,867円)  (10,000口当たり純資産額) (11,475円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期

自 平成28年11月16日

至 平成29年 5月15日

当期

自 平成29年 5月16日

至 平成29年11月15日

 分配金の計算過程   分配金の計算過程  

 平成28年11月16日から平成28年12月15日まで   平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 4,198,668円  費用控除後の配当等収益額 A 3,238,311円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 160,737,778円  収益調整金額 C 164,972,234円 

 分配準備積立金額 D 17,896,775円  分配準備積立金額 D 1,070,708円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 182,833,221円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 169,281,253円 

 当ファンドの期末残存口数 F 615,969,494口  当ファンドの期末残存口数 F 625,372,355口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,968円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,706円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,159,694円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,253,723円 

 平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで   平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 3,432,463円  費用控除後の配当等収益額 A 3,976,022円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 158,116,353円  収益調整金額 C 162,383,896円 

 分配準備積立金額 D 15,228,233円  分配準備積立金額 D 0円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 176,777,049円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 166,359,918円 

 当ファンドの期末残存口数 F 603,833,896口  当ファンドの期末残存口数 F 622,876,163口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,927円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,670円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,038,338円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,228,761円 

 平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで   平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 3,312,621円  費用控除後の配当等収益額 A 3,261,770円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 158,584,839円  収益調整金額 C 158,991,383円 

 分配準備積立金額 D 12,278,032円  分配準備積立金額 D 0円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,175,492円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 162,253,153円 

 当ファンドの期末残存口数 F 603,673,245口  当ファンドの期末残存口数 F 618,388,594口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,885円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,623円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,036,732円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,183,885円 

 平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで   平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 3,217,830円  費用控除後の配当等収益額 A 3,917,055円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 166,294,302円  収益調整金額 C 158,054,541円 

 分配準備積立金額 D 9,553,106円  分配準備積立金額 D 0円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 179,065,238円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 161,971,596円 

 当ファンドの期末残存口数 F 630,846,790口  当ファンドの期末残存口数 F 626,251,156口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,838円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,586円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,308,467円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,262,511円 
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 平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで   平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 3,186,092円  費用控除後の配当等収益額 A 3,834,418円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 166,052,216円  収益調整金額 C 158,933,888円 

 分配準備積立金額 D 6,389,812円  分配準備積立金額 D 0円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 175,628,120円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 162,768,306円 

 当ファンドの期末残存口数 F 629,516,599口  当ファンドの期末残存口数 F 639,044,529口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,789円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,547円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,295,165円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,390,445円 

 平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで   平成29年10月17日から平成29年11月15日まで  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 4,101,927円  費用控除後の配当等収益額 A 3,721,353円 

 
費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
  

費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額

B 0円
 

 収益調整金額 C 166,432,479円  収益調整金額 C 152,450,876円 

 分配準備積立金額 D 3,280,319円  分配準備積立金額 D 0円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 173,814,725円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,172,229円 

 当ファンドの期末残存口数 F 630,925,471口  当ファンドの期末残存口数 F 622,976,335口 

 
10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,754円
  

10,000口当たり収益分配対象
額

G=E/F×10,000 2,506円
 

 10,000口当たり分配金額 H 100円  10,000口当たり分配金額 H 100円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,309,254円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,229,763円 
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（金融商品に関する注記）

1.金融商品の状況に関する事項

前期

自 平成28年11月16日

至 平成29年 5月15日

当期

自 平成29年 5月16日

至 平成29年11月15日

１.金融商品に対する取組方針 １.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条

第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価

証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを

目的としております。

同左

２.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク ２.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク

当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の

金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価

証券の内容については、有価証券に関する注記に記載され

ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リス

ク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有し

ております。

同左

３.金融商品に係るリスク管理体制 ３.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員

会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び

投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分

析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパ

フォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価し

ております。また、投資リスクの管理においては、コンプ

ライアンス・リスク管理本部及びCIO（チーフ・インベスト

メント・オフィサー）が信託約款等の遵守状況、市場リス

ク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、

委員会において報告されております。

○市場リスクの管理

　価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクに

ついては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオに

おけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することに

よって管理しております。

○信用リスク及び流動性リスクの管理

　格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分

析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用

リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把

握し、流動性リスクを管理しております。

同左

４.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 ４.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場

価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで

いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することもあります。

同左
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2.金融商品の時価等に関する事項

前期末

(平成29年 5月15日現在)

当期末

(平成29年11月15日現在)

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 １.貸借対照表計上額、時価及びその差額

当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評

価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

ません。

同左

２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法

○投資信託受益証券

　(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい

るため省略しております。

○親投資信託受益証券

　(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してい

るため省略しております。

○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

（単位：円）
 

種類

前期

自 平成28年11月16日

至 平成29年 5月15日

当期

自 平成29年 5月16日

至 平成29年11月15日

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

投資信託受益証券 21,739,853 5,455,464

親投資信託受益証券 － －

合計 21,739,853 5,455,464

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

前期

自 平成28年11月16日

至 平成29年 5月15日

当期

自 平成29年 5月16日

至 平成29年11月15日

該当事項はありません。 同左

  

（その他の注記）

元本の移動

前期

自 平成28年11月16日

至 平成29年 5月15日

当期

自 平成29年 5月16日

至 平成29年11月15日

期首元本額 632,855,710円期首元本額 630,925,471円

期中追加設定元本額 86,298,323円期中追加設定元本額 40,081,660円

期中一部解約元本額 88,228,562円期中一部解約元本額 48,030,796円
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（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

　(1)株式

該当事項はありません。

 

　(2)株式以外の有価証券
 

種　類 銘　柄 口数 評価額(円) 備考

投資信託受益証

券

ＮＮケイマン・ファンズⅡ‐ＮＮ（Ｃ）アジア・ハ

イ・イールド・ボンド・ファンド　米ドルクラス

484,800,849

 

706,936,598

 
 

投資信託受益証券 小計 484,800,849 706,936,598 

親投資信託受益

証券

ＮＮ短期債券マザーファンド

 

1,339,221

 

1,403,905

 
 

親投資信託受益証券 小計 1,339,221 1,403,905 

合計 486,140,070 708,340,503 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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（参考）

当ファンドは「ＮＮ短期債券マザーファンド」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の

部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

ＮＮ短期債券マザーファンド

 

貸借対照表
 

（単位：円）
 

 (平成29年11月15日現在)

資産の部  

流動資産  

金銭信託 524,973,362

地方債証券 750,685,782

社債券 1,087,444,535

未収利息 2,565,107

前払費用 1,072,411

流動資産合計 2,366,741,197

資産合計 2,366,741,197

負債の部  

流動負債  

その他未払費用 23,342

流動負債合計 23,342

負債合計 23,342

純資産の部  

元本等  

元本 2,257,765,611

剰余金  

剰余金又は欠損金（△） 108,952,244

元本等合計 2,366,717,855

純資産合計 2,366,717,855

負債純資産合計 2,366,741,197
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注記表
 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券

個別法に基づき、償却原価法により評価しております。

ただし、時価と評価額に乖離が生じ、適正な基準価額の計算上必要と判断した

場合には、速やかに時価に評価換えしております。

  
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

  

（貸借対照表に関する注記）

(平成29年11月15日現在)

１. 計算期間の末日における受益権の総数

   2,257,765,611口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 1.0483円

  (10,000口当たり純資産額) (10,483円)

（その他の注記）

(平成29年11月15日現在)

子ファンドの期首 平成29年 5月16日

期首元本額 2,326,530,224円

対象期間中の追加設定元本額 97,328,221円

対象期間中の一部解約元本額 166,092,834円

期末元本額 2,257,765,611円

平成29年11月15日現在の元本の内訳※  
ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース（毎月分配型） 3,675,910円

ＮＮアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型） 1,339,221円

ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし） 6,793,998円

ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし） 1,914,516円

ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり） 2,480,927円

ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり） 1,669,863円

ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／通貨カバード・コール戦略） 3,339,377円

ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／通貨カバード・コール戦略） 209,922円

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） 8,583円

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 8,583円

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型） 8,583円

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） 8,583円

ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株２５型）（適格機関投資家専用） 100,148,064円

ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株５０型）（適格機関投資家専用） 36,291,648円

ＮＮグローバルバランスファンドＶＡ（株７０型）（適格機関投資家専用） 33,814,679円

ＮＮマネープールＶＡ（適格機関投資家専用） 2,066,053,154円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表
 
第１　有価証券明細表

　(1)株式
該当事項はありません。
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　(2)株式以外の有価証券
 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考

地方債証券 日本円 第６５４回東京都公募公債 100,000,000 100,147,151 

  
平成２４年度第１５回北海道公募公

債（５年）

100,000,000 100,051,840 

  第８回３号宮城県公募公債（５年） 100,000,000 100,047,945 

  
平成２４年度第１０回福岡県公募公

債

150,000,000 150,057,435 

  平成２５年度第２回千葉県公募公債 100,000,000 100,139,080 

  平成１９年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,054,416 

  
平成２５年度第２回札幌市公募公債

（５年）

100,000,000 100,187,915 

 小計 銘柄数：7 750,000,000 750,685,782 

  組入時価比率：31.72%  40.84% 

 合計  750,685,782 

社債券 日本円 第４０回日本高速道路保有・債務返

済機構債券

100,000,000 100,991,304 

  
第３回地方公共団体金融機構債券

（２年）

100,000,000 100,011,374 

  
第３４回株式会社日本政策金融公庫

社債（一般担保付）

100,000,000 100,141,742 

  

第２０回東日本高速道路株式会社社

債（一般担保付、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構重畳的

債務引受条項付）

100,000,000 100,027,970 

  
第９回株式会社小松製作所無担保社

債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000 100,030,122 

  

第２９回株式会社日産フィナンシャ

ルサービス無担保社債（社債間限定

特約付）

100,000,000 100,007,000 

  

第１９回株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ無担保社債（社債間限

定同順位特約付）

185,000,000 185,075,820 

  
第３２２回北海道電力株式会社社債

（一般担保付）

100,000,000 100,031,960 

  
第９回沖縄電力株式会社社債（一般

担保付）

100,000,000 100,298,890 

  
第１７回東邦瓦斯株式会社無担保社

債

100,000,000 100,828,353 

 小計 銘柄数：10 1,085,000,000 1,087,444,535 

  組入時価比率：45.95%  59.16% 

 合計  1,087,444,535 

 合計  1,838,130,317 

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

53/88



２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】平成29年12月29日

 

Ⅰ　資産総額 716,214,483円

Ⅱ　負債総額 431,899円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 715,782,584円

Ⅳ　発行済口数 632,137,489口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1323円

　　（1万口当たり純資産額） （11,323円）

 

（参考）

「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

 

Ⅰ　資産総額 2,445,062,278円

Ⅱ　負債総額 100,298,402円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,344,763,876円

Ⅳ　発行済口数 2,236,920,657口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0482円

　　（1万口当たり純資産額） （10,482円）

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 投資信託受益証券の名義書換の事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ

の信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や

むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者名簿

作成しません。

(3) 受益者に対する特典

ありません。

(4) 受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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②　前項の申請がある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の

口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま

す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が

行われるよう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等

において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停

止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す

ることができません。

(6)　受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在

の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)　償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします。）に支払います。

(8)　質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（平成29年12月末現在）

　　　 ①資本金の額：4億8,000万円

　　　 ②会社が発行する株式総数：19,980株

　　　 ③発行済株式総数：9,350株

　　　 ④会社設立後の資本金の額の増減：

設立 平成11年9月8日 資本金2億5,000万円

 平成12年7月14日 資本金4億9,950万円に増資

 平成13年4月27日 資本金8億3,500万円に増資

 平成14年11月12日 資本金9億3,500万円に増資

 平成19年5月2日 資本金4億8,000万円に減資

 

（2）委託会社の機構

①会社の意思決定機構

業務遂行上の重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

3名以上10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済株式

数の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成をもってこれを行い、累

積投票によらないものとします。

取締役の任期は、就任後2年以内の最初の決算期に関する株主総会の終結のときまでとし、補

欠または増員により選任された取締役の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一としま

す。

取締役会はその決議により、取締役の中から1名以上の代表取締役を選任します。また、取締

役の中から取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を選任する

ことができます。

取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役がこれを招集することができ

ないときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序にしたがい、他の取締役がこれ

にあたります。取締役会の招集通知は3日前までに発送します。また取締役および監査役の全

員の同意があるときは、招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮することができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務について決定します。

取締役会の議決は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成により採択され

ます。なお、取締役の全員が、取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意

し、監査役が異議を述べなかったときは、決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったも

のとみなします。
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②運用体制

 
 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第一種金融商品取引業を行っ

ています。

平成29年12月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除

きます。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 38 244,445

合計 38 244,445
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３【委託会社等の経理状況】

（1）委託会社であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社（以下「委託会社」という）の

財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号、以下「財務諸表等規則」という）ならびに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等

に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。また、委託会社

の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

（2）法令の規定に基づき、委託会社の財務諸表については有限責任 あずさ監査法人の監査を受け

ております。また、第19期事業年度に係る中間会計期間（自　平成29年4月1日　至　平成29年9

月30日）の中間財務諸表については有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

なお、委託会社の監査人は次のとおり交代しております。

第17期事業年度の財務諸表　新日本有限責任監査法人

第18期事業年度の財務諸表　有限責任 あずさ監査法人
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（１）【貸借対照表】

期別
第17期

（平成28年３月31日）
第18期

（平成29年３月31日）

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動資産       

現金・預金  2,347,904   2,713,331  

立替金  768   842  

未収委託者報酬  198,307   166,092  

未収運用受託報酬  122,307   141,452  

未収投資助言報酬  90   －  

その他の未収収益  237,621   106,639  

前払費用  28,871   18,553  

繰延税金資産  21,111   24,204  

流動資産計  2,956,983 96.3  3,171,116 96.8

固定資産       

有形固定資産　※１  69,825   59,746  

建物附属設備 39,272   32,635   

器具備品 24,141   17,798   

リース資産 6,411   9,312   

無形固定資産  1,745   1,195  

ソフトウェア 1,745   1,195   

投資その他の資産  42,486   44,559  

長期差入保証金 42,486   40,439   

繰延税金資産 －   4,120   

固定資産計  114,057 3.7  105,501 3.2

資産合計  3,071,040 100.0  3,276,618 100.0
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期別
第17期

（平成28年３月31日）
第18期

（平成29年３月31日）

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（負債の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

流動負債       

未払手数料  52,905   42,492  

未払投資顧問料  49,904   85,284  

未払投資助言料  1,593   23,124  

未払金  47,410   35,844  

未払費用  27,756   24,280  

リース債務  2,365   2,197  

未払法人税等  88,164   109,834  

未払消費税等  14,388   42,498  

預り金  74,615   79,053  

賞与引当金  20,563   30,137  

役員賞与引当金  7,908   16,575  

流動負債計  387,577 12.6  491,323 15.0

固定負債       

長期未払金  －   6,361  

リース債務  8,308   8,577  

賞与引当金  －   13,351  

役員賞与引当金  20,169   11,373  

退職給付引当金  518,560   566,824  

役員退職慰労引当金  62,425   76,036  

固定負債計  609,463 19.8  682,525 20.8

負債合計  997,041 32.5  1,173,848 35.8

科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

（純資産の部） 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

株主資本       

資本金  480,000 15.6  480,000 14.6

資本剰余金       

資本準備金 1,390,000   1,390,000   

資本剰余金計  1,390,000 45.3  1,390,000 42.4

利益剰余金       

その他利益剰余金       

繰越利益剰余金 203,999   232,769   

利益剰余金計  203,999 6.6  232,769 7.1

株主資本合計  2,073,999 67.5  2,102,769 64.2

純資産合計  2,073,999 67.5  2,102,769 64.2

負債純資産合計  3,071,040 100.0  3,276,618 100.0
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（２）【損益計算書】

 
第17期

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

第18期
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

営業収益       

委託者報酬 985,288   789,993   

運用受託報酬 1,045,363   1,345,058   

投資助言報酬 240   118   

その他営業収益 415,751   408,377   

営業収益計  2,446,643 100.0  2,543,548 100.0

営業費用       

支払手数料  351,782   229,296  

支払投資顧問料  202,832   345,403  

支払投資助言料  7,088   26,143  

広告宣伝費  41,171   21,076  

調査費  124,632   122,239  

調査費 123,936   121,349   

図書費 696   889   

委託計算費  48,249   42,301  

業務委託費  6,480   6,394  

営業雑経費  91,900   48,989  

通信費 5,655   6,126   

印刷費 52,685   18,652   

協会費 5,716   5,821   

諸会費 1,147   2,986   

その他営業費用 26,695   15,402   

営業費用計  874,137 35.7  841,846 33.1

一般管理費       

給料  762,078   786,193  

役員報酬 78,361   78,361   

給料・手当 560,500   572,970   

賞与 58,425   60,964   

賞与引当金繰入額 20,563   32,597   

役員賞与 16,148   22,628   

役員賞与引当金繰入額 28,078   18,671   

福利厚生費  109,708   127,434  

交際費  9,124   7,973  

旅費交通費  38,834   26,433  

租税公課  17,355   28,267  

不動産賃借料  47,374   59,753  

退職給付費用  78,430   97,604  
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第17期

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

第18期
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

役員退職慰労引当金繰入額  14,135   13,610  

固定資産減価償却費  17,480   16,385  

経営指導料  18,020   11,975  

監査費用  21,580   15,031  

諸経費  75,747   60,795  

一般管理費計  1,209,870 49.5  1,251,460 49.2

営業利益  362,635 14.8  450,242 17.7

営業外収益       

受取利息 417   20   

受取配当金 223   179   

有価証券売却益 －   81   

為替換算差益 131   －   

営業外収益計  772 0.0  281 0.0

営業外費用       

支払利息 120   152   

有価証券売却損 402   －   

為替換算差損 －   23,405   

雑損失 12   2,348   

営業外費用計  535 0.0  25,905 1.0

経常利益  362,872 14.8  424,617 16.7

特別損失       

固定資産除却損　※１ 3,953   4,488   

特別損失計  3,953 0.2  4,488 0.2

税引前当期純利益  358,919 14.7  420,128 16.5

法人税、住民税及び事業税  145,410 5.9  168,561 6.6

法人税等調整額  4,072 0.2  △7,213 △0.3

当期純利益  209,436 8.6  258,780 10.2
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

        （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 344,253 344,253 2,214,253 418 418 2,214,671

当期変動額          

剰余金の配当    △349,690 △349,690 △349,690   △349,690

当期純利益    209,436 209,436 209,436   209,436

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

      △418 △418 △418

当期変動額合計 － － － △140,253 △140,253 △140,253 △418 △418 △140,671

当期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 203,999 203,999 2,073,999 － － 2,073,999

 

当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

        （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 203,999 203,999 2,073,999 － － 2,073,999

当期変動額          

剰余金の配当    △230,010 △230,010 △230,010   △230,010

当期純利益    258,780 258,780 258,780   258,780

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

         

当期変動額合計 － － － 28,770 28,770 28,770 － － 28,770

当期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 232,769 232,769 2,102,769 － － 2,102,769
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

(イ）リース資産以外の有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備及び

構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　６～18年

器具備品　　　　　４～20年

(ロ）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

(会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以

後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しておりま

す。

なお、当事業年度において、財務諸表への影響額はありません。

 

(2）無形固定資産

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における

利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

 

(2）役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当期負担分を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職金支給に充てるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法（退職金規

程等にもとづく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計上しております。

 

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

(1）外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

 

(追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年

３月28日）を当事業年度から適用しております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第17期
（平成28年３月31日現在）

第18期
（平成29年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
 

建物附属設備 14,409千円

器具備品 29,857千円

リース資産 1,951千円
 

 
建物附属設備 21,046千円

器具備品 36,454千円

リース資産 548千円
 

 

（損益計算書関係）

第17期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

第18期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。
 

器具備品 2,509千円

リース資産 1,443千円
 

 
リース資産 4,488千円

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

第17期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日）

株式の種類
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式 9,350 － － 9,350
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第18期（自平成28年４月１日至平成29年３月31日）

株式の種類
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式 9,350 － － 9,350

 

２．配当に関する事項

第17期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日）

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年
８月27日

臨時株主総会
普通株式 100,045 10,700.00 平成27年３月31日 平成27年８月27日

平成27年
12月21日

臨時株主総会
普通株式 249,645 26,700.00 平成27年９月30日 平成27年12月22日

 

第18期（自平成28年４月１日至平成29年３月31日）

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年
６月30日

臨時株主総会
普通株式 149,600 16,000.00 平成28年３月31日 平成28年７月１日

平成28年
12月28日

臨時株主総会
普通株式 80,410 8,600.00 平成28年９月30日 平成28年12月29日

 

（リース取引関係）

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

　人事総務部が主管するコピー機であります。

 

(2）リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

 

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っ

ており、手数料収入から生じる余資運用については短期的な預金等に限定しております。積極的な運用

は行っていないため特に資金調達は行っておりません。またデリバティブ等の投機的な取引は行わない

方針であります。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する

報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほと

んどないものと認識しております。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎とな

る預かり資産は、投資顧問業法に基づき受託銀行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬

とその他未収収益は当該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないもの

と認識しております。

　国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変

動によるリスクに晒されております。

2．金融商品の時価等に関する事項

　前事業年度末（平成28年３月31日）

  （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,347,904 2,347,904 －

(2）未収委託者報酬 198,307 198,307 －

(3）未収運用受託報酬 122,307 122,307 －

(4）その他の未収収益 237,621 237,621 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収運用受託報酬、ならびに(4）その他の未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており

ます。

（注２）長期差入保証金（貸借対照表計上額42,486千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ

ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象

としておりません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

  （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1）現金・預金 2,347,904 －

(2）未収委託者報酬 198,307 －

(3）未収運用受託報酬 122,307 －

(4）その他の未収収益 237,621 －

合計 2,906,141 －

 

当事業年度末（平成29年３月31日）

  （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,713,331 2,713,331 －

(2）未収委託者報酬 166,092 166,092 －

(3）未収運用受託報酬 141,452 141,452 －

(4）その他の未収収益 106,639 106,639 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収運用受託報酬、ならびに(4）その他の未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており

ます。

（注２）長期差入保証金（貸借対照表計上額40,439千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフ

ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象

としておりません。
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（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

  （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1）現金・預金 2,713,331 －

(2）未収委託者報酬 166,092 －

(3）未収運用受託報酬 141,452 －

(4）その他の未収収益 106,639 －

合計 3,127,516 －

 

（有価証券関係）

１．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度末（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

投資信託 27,537 52 454

合計 27,537 52 454

 

当事業年度末（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

投資信託 4,081 121 40

合計 4,081 121 40

 

（退職給付関係）

前事業年度（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 481,662 千円

退職給付費用 78,430 千円

退職給付の支払額 41,531 千円

退職給付引当金の期末残高 518,560 千円

 

(2）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 78,430 千円

 

当事業年度（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として、会社設立時より退職一時金制度を設けております。

　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。
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２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 518,560 千円

退職給付費用 97,604 千円

退職給付の支払額 49,340 千円

退職給付引当金の期末残高 566,824 千円

 

(2）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 97,604 千円
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（税効果会計関係）

第17期
（平成28年３月31日現在）

第18期
（平成29年３月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳
 

繰延税金資産  

 賞与引当金 6,345千円

 退職給付引当金 160,027

 役員退職慰労引当金 19,264

 未払費用 8,325

 未払事業税 6,439

 資産除去債務 811

 その他 3,564

 繰延税金資産小計 204,778

 評価性引当額 △183,667

繰延税金資産合計 21,111

 繰延税金資産の純額 21,111
   

 

 
繰延税金資産  

 賞与引当金 13,420千円

 退職給付引当金 174,921

 役員退職慰労引当金 23,464

 未払費用 7,493

 未払事業税 7,410

 資産除去債務 1,347

 その他 3,564

 繰延税金資産小計 231,622

 評価性引当額 △203,298

繰延税金資産合計 28,324

 繰延税金資産の純額 28,324
   

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の原因となった主要な

項目別内訳
 

 （％）

法定実効税率 33.1

（調整）  

評価性引当額の増減 4.8

交際費等永久に損金に算入
されない項目

4.9

住民税均等割 0.6

前期確定申告差異 △2.7

税率変更による期末繰延税

金資産の減額修正
0.4

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

41.7

 

 
 （％）

法定実効税率 30.9

（調整）  

評価性引当額の増減 4.6

交際費等永久に損金に算入
されない項目

3.4

住民税均等割 0.2

前期確定申告差異 △0.1

税率変更による期末繰延税

金資産の減額修正
－

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

38.4
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第17期
（平成28年３月31日現在）

第18期
（平成29年３月31日現在）

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額の修正

 

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平

成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部

を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平

成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４

月１日以後に開始する事業年度から法人税率

等の引下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の

33.1％から平成28年４月１日に開始する事業

年度及び平成29年４月１日に開始する事業年

度に解消が見込まれる一時差異については

30.9％に、平成30年４月１日に開始する事業

年度以降に解消が見込まれる一時差異等につ

いては、30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額

（繰延税金負債の金額を控除した金額）は

1,505千円減少し、法人税等調整額が1,505千

円増加しております。

 

 

（資産除去債務関係）

第17期
（平成28年３月31日現在）

第18期
（平成29年３月31日現在）

記載すべき重要な事項はありません。 記載すべき重要な事項はありません。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

１．商品及びサービスのごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が当事業年度損益計算書の営業収益の

90％を超えるため、記載を省略しております。
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２．地域ごとの情報

(1）営業収益

前事業年度（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

    （単位：千円）

日本 アジア 欧州 米州 合計

1,045,604 － 217,824 197,926 1,461,355

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬985,288千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ

ておりません。

 

当事業年度（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

    （単位：千円）

日本 アジア 欧州 米州 合計

1,345,177 － 191,389 216,987 1,753,555

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬789,993千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれ

ておりません。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

エヌエヌ生命保険株式会社 989,126 資産運用業

（注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

エヌエヌ生命保険株式会社 1,298,857 資産運用業

（注）委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

前事業年度（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社を
持つ会社

NNインベストメン
トパートナーズ

オランダ、
ハーグ

463,553
ユーロ

投資
顧問業

なし なし
運用
委託

業務受託
報酬の受
取

368,503
未収
入金

232,685

同一の親会社を
持つ会社

エヌエヌ生命保険
（株）

東京都
千代田区

324億円 保険業 なし なし
投資
顧問

投資顧問
料

989,126
未収
入金

95,877

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。

2．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

(3）NNIPアセット・マネジメントは平成27年６月８日に会社分割されNNインベストメントパートナーズとなりまし

た。

 

当事業年度（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

(ア）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社を
持つ会社

NNインベストメン
トパートナーズ

オランダ、
ハーグ

463,553
ユーロ

投資
顧問業

なし なし
運用
委託

業務受託
報酬の受
取

368,371
未収
入金

100,650

同一の親会社を
持つ会社

エヌエヌ生命保険
（株）

東京都
千代田区

324億円 保険業 なし なし
投資
顧問

投資顧問
料の受取

1,298,857
未収
入金

118,629

（注）(1）上記(ア）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

(2）取引条件及び取引条件の決定方針等

1．投資顧問料の受取については当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算してお

ります。

2．業務受託に関する報酬の受取については当社との間で締結された業務委託契約に基づき計算しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

NN Group N.V.（ユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場）

NN Insurance Eurasia N.V.（非上場）

NN Investment Partners Holdings N.V.（非上場）

NN Investment Partners International Holdings B.V.（非上場）
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（１株当たり情報）

第17期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

第18期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

 
１株当たり純資産額 221,818円10銭

１株当たり当期純利益金額 22,399円57銭
 

 
１株当たり純資産額 224,895円15銭

１株当たり当期純利益金額 27,677円05銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。
 

第17期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

当期純利益（千円） 209,436

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純利益
（千円）

209,436

普通株式の期中平均株式数（株） 9,350
 

 

第18期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

当期純利益（千円） 258,780

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる当期純利益
（千円）

258,780

普通株式の期中平均株式数（株） 9,350
 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

74/88



中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

    （単位：千円）

当中間会計期間末
（平成29年９月30日）

資産の部 負債の部

科目 金額 構成比 科目 金額 構成比

  ％   ％

流動資産   流動負債   

現金・預金 2,549,313  未払手数料 43,444  

未収委託者報酬 151,301  未払投資顧問料 76,844  

未収運用受託報酬 140,917  未払投資助言料 10,875  

その他の未収収益 196,277  未払金 80,842  

前払費用 24,077  未払費用 18,849  

繰延税金資産 50,691  リース債務 2,218  

その他 316  未払法人税等 124,393  

流動資産合計 3,112,895 96.9 未払消費税等　※２ 21,649  

固定資産   預り金 19,042  

有形固定資産　※１ 53,728  賞与引当金 75,599  

無形固定資産 861  役員賞与引当金 33,924  

投資その他の資産 43,562  流動負債合計 507,684 15.8

長期差入保証金 41,239  固定負債   

繰延税金資産 2,322  長期未払金 5,513  

固定資産合計 98,152 3.1 リース債務 7,462  

   賞与引当金 7,526  

   役員賞与引当金 5,017  

   退職給付引当金 576,416  

   役員退職慰労引当金 82,818  

   固定負債合計 684,754 21.3

   負債合計 1,192,439 37.1

   純資産の部

   科目 金額 構成比

     ％

   株主資本   

   資本金 480,000 14.9

   資本剰余金 1,390,000 43.3

   資本準備金 1,390,000  

   利益剰余金 148,609 4.6

   その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金 148,609  

   株主資本合計 2,018,609 62.9

   純資産合計 2,018,609 62.9

資産合計 3,211,048 100.0 負債純資産合計 3,211,048 100.0
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（２）中間損益計算書

  （単位：千円）

当中間会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

科目 金額 百分比

  ％

営業収益   

委託者報酬 388,506  

運用受託報酬 683,865  

その他営業収益 231,559  

営業収益合計 1,303,931 100.0

営業費用・一般管理費   

営業費用   

支払手数料 108,262  

支払投資顧問料 161,992  

支払投資助言料 21,014  

その他営業費用 112,296  

一般管理費　※１ 659,204  

営業費用・一般管理費合計 1,062,770 81.5

営業利益 241,160 18.5

営業外収益　※２ 31 0.0

営業外費用　※３ 6,177 0.5

経常利益 235,014 18.0

税引前中間純利益 235,014 18.0

法人税、住民税及び事業税 111,517 8.6

法人税等調整額 △24,689 △1.9

法人税等合計 86,827 6.7

中間純利益 148,187 11.4
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（３）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

        （単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 480,000 1,390,000 1,390,000 232,769 232,769 2,102,769 － － 2,102,769

当中間期変動額          

剰余金の配当    △232,347 △232,347 △232,347   △232,347

中間純利益    148,187 148,187 148,187   148,187

株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）

         

当中間期変動額合
計

－ － － △84,160 △84,160 △84,160 － － △84,160

当中間期末残高 480,000 1,390,000 1,390,000 148,609 148,609 2,018,609 － － 2,018,609
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注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

(イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　　　６～18年

器具備品　　　　　　　４～20年

(ロ）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(2）無形固定資産

定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５

年）による定額法によっております。

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。

(2）役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間（平成29年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 23,762千円

器具備品 38,770千円

リース資産 1,534千円

※２　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

※１　減価償却実施額

有形固定資産 6,018千円

無形固定資産 333千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 9千円

還付加算金 21千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

為替差損 5,977千円

支払利息 102千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 9,350 － － 9,350

 

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月27日
株主総会

普通株式 232,347 24,850.00 平成29年３月31日 平成29年６月28日
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（リース取引関係）

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

　人事総務部が主管するコピー機であります。

(2）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照）。

当中間会計期間（平成29年９月30日）

   （単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,549,313 2,549,313 －

(2）未収委託者報酬 151,301 151,301 －

(3）未収運用受託報酬 140,917 140,917 －

(4）その他の未収収益 196,277 196,277 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1）現金・預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収運用受託報酬、ならびに(4）その他の未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（注２）長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　41,239千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見

積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりませ

ん。

 

（資産除去債務関係）

記載すべき重要な事項はありません。
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（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

１．サービスごとの情報

　単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

   （単位：千円）

日本 欧州 米州 合計

683,865 113,508 118,051 915,424

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬388,506千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

エヌエヌ生命保険株式会社 660,991 資産運用業

（注）なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載はありません。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

　該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間（自平成29年４月１日至平成29年９月30日）

１株当たり純資産額 215,894円06銭

１株当たり中間純利益金額 15,848円91銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益 148,187千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株主にかかる中間純利益 148,187千円

普通株式の期中平均株式数 9,350株

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。

①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣

府令で定めるものを除きます。)。

③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引

業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。

以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している

ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める

要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティ

ブ取引を行うこと。

④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行

うこと。

⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投

資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

のあるものとして内閣府令で定める行為

 

５【その他】

（1）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実あるいは

訴訟はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称 資本金の額

（平成29年12月末現在）

事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を

営むとともに、金融機関

の信託業務の兼営等に関

する法律に基づき信託業

務を営んでいます。
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（2）販売会社

名称 資本金の額

（平成29年12月末現在）

事業の内容

岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円 金融商品取引法に定める

第一種金融商品取引業を

営んでいます。
株式会社証券ジャパン 3,000百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

株式会社SBI証券 48,323百万円

日産証券株式会社 1,500百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円

株式会社SMBC信託銀行 87,550百万円 銀行法に基づき銀行業を

営むとともに、金融商品

取引法に基づく登録を受

けて証券投資信託の取扱

いを行っています。

スルガ銀行株式会社

 
 
 

30,043百万円

 
 
 

 

２【関係業務の概要】

（1）受託会社

受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。

（2）販売会社

販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還

金および一部解約金の取扱い等の業務を行います。

３【資本関係】

（1）受託会社

該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。

 

（参考情報）

＜再信託受託会社＞

名 称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資 本 金 51,000百万円（平成29年12月末現在）

事 業 の 内 容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 

第３【その他】

 

(1) 目論見書の表紙に委託会社および販売会社の名称、ロゴ・マーク、ならびにNNグループのロゴ・

マークを表示することがあります。

目論見書の表紙に、「追加型株式投資信託」、「追加型投信／海外／債券」、「自動けいぞく投資

コース」、「一般コース」、「ファンド・オブ・ファンズ方式」等、当ファンドの性格を表示する文

言を記載することがあります。

また、「NNグループ」および「NN Group」等、NNグループを表わす文言を記載することがあります。

(2) 目論見書は電子媒体として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。

(3) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
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(4) 委託会社の金融商品取引業者登録番号（関東財務局長（金商）第300号）を目論見書に記載するこ

とがあります。

(5) 目論見書に使用開始日を記載することがあります。

(6) 当ファンドの信託財産は信託法によって受託会社の固有財産との分別管理が義務付けられている旨

を目論見書に記載することがあります。

(7) 当ファンドの取引に関して金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

がない旨を目論見書に記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
 

平成２９年６月１６日

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社

取締役会　御中

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 
 

公認会計士 野島　浩一郎

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社の平成２８年４月１
日から平成２９年３月３１日までの第１８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社の平成２９年３月３１日現在の財政状態並びに
同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
 

その他の事項
会社の平成２８年３月３１日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査さ

れている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成２８年６月１５日付けで無限定適正意見を表明し
ている。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

(注)１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

(注)２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

平成30年1月12日
NNインベストメント・パートナーズ株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 野 島　浩 一 郎　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

の経理状況」に掲げられているNNアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）

の平成29年5月16日から平成29年11月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及

び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース（毎月分配型）の平成29年11月15日現

在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

利害関係

NNインベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

注)1．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

2．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成２９年１１月２７日

 

ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社

取締役会　御中
 

 有限責任 あずさ監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野島　浩一郎

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社の平成２９年４月１
日から平成２９年１２月３１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平成２９年４月１日から平成
２９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社の平成２９年９月３０日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
 

（注）１.　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

（注）２.　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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